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環境基本計画重点進行状況 資料Ⅰ

1　自然環境の保全

重点施策 達成目標 平成19年度の目標 平成19年度の実施内容 平成20年度の取り組み 備　考
探鳥コースを12カ所設
置します。

・11箇所目となる新規コースを船穂
町内への設定にむけて，関係者へ
の相談，検討を行い，調査への協
力を依頼する。

・6月から11月にかけて計8回現地
調査を実施した。
・11月6日には，野鳥の会の会員と
ともに秋季調査を行い，ツグミ，エナ
ガなど16種の確認した。

・コースの最終決定を行い案内板を
設置する。
・探鳥会の実施を検討している。

12カ所でビオトープを作
ります。

・小中学校など関係機関に設置に
ついて啓発など働きかけをする。
・本庁舎壁泉池におけるホタルの飼
育管理について，課題，問題点の
整理，方向付けを行う。

・倉敷南小学校に9箇所目のビオ
トープを新設した。
・壁泉池の管理は，できるだけ自然
にまかせた管理を行った。

・平成19年度から実施している倉敷
ホタル愛好会との協働事業により
末政川の護岸整備を平成20年度も
引き続き整備し，10箇所目のビオ
トープを整備する。

「倉敷版レッドデータブッ
ク」を作成します。

・自然史博物館と協力し，ホーム
ページへの登載及び随時更新を行
う。

・今までの調査をもとにして，淡水
魚、両生類，哺乳類，爬虫類を作成
し，環境政策課のホームページで
公開した。

・自然史博物館と協力し，鳥類，昆
虫類など登載できていない分類群
について順次，公開する。

自然環境に配慮した公
共工事を推進します。

・水路改修など公共工事担当課へ
希少野生動植物に関する情報提供
や施工時期や施工方法などの協
議，依頼を行い，希少生物とその生
息環境の保護についての配慮を図
る。
・連絡会議等を通じ，自然環境に配
慮した工法の導入を図るよう依頼し
ていく。

・希少野生動物に配慮した工事を2
箇所で実施した。
・土木技術職員を対象に本市作成
の自然にやさしい公共工事マニュア
ルを使い研修を実施し，自然環境
に配慮した工事を依頼した。

・自然環境保全実施計画連絡会議
などで，公共工事担当課へ希少野
生動植物に関する情報提供を行
い，生息環境の保護にむけた公共
工事の施工を図る。

◎身近な自
然(生き物)と
のふれあえ
る環境づくり

◎貴重な動
植物の保護
対策の推進

◎自然環境
に配慮した
公共工事の
推進



２　安全で自然豊かな水環境の保全

重点施策 達成目標 平成19年度の目標 平成19年度の実施内容 平成20年度の取り組み 備　考
公共用水域及び地下水
環境基準を達成します。

・窒素，リンの汚濁負荷量削減の確
認のため調査を実施する。

・環境基準が未達成の地点もあるた
め，発生源の対策として169事業場
に対して立入調査を行った。

・窒素、リンの汚濁負荷量削減のた
め継続して発生源調査を実施する。

公共下水道の普及率を
公共下水道 69.4％，合
併処理浄化槽の普及率
を 15.7％にします。

・普及率の平成19年度目標値を公
共下水道 64.5％，合併浄化槽
15.2％とする。

・第10次下水道整備五箇年計画の2
年目として各処理区の管きょ整備を
進めた。
・その結果，平成19年度末現在での
普及率は，公共下水道 65.0％，合
併浄化槽 15.1％となった。

・普及率の平成20年度目標値を公
共下水道 65.5％，合併浄化槽
15.3％とする。
（平成20年度の当初予算は骨格予
算となっているため整備目標も暫定
値とする。）

公共下水道の水洗化率
（接続率）を91％にしま
す。

・平成19年度目標値を89％とする。 ・平成19年度末現在での水洗化率
89.1％となった。

・平成20年度目標値を90.3％とす
る。

生活排水汚水対策に関
する出前講座を年１０回
開催します

・市内の小中学校において年10回実
施する。

・市内の3小・中学校で実施した。
・延べ87人が受講した。

・市内の小中学校等において年10回
程度実施する。

平成20年
度、3件の
依頼があ
り，うち1
件実施済
み。

環境美化ボランティア
ネットワークの整備をし
ます

・児島湖流域水質保全基金により，
11団体への助成を行う。

・同基金を活用し，流域内 7 団体に
清掃機材の整備費を助成した。

・同基金により，10団体への助成を
行う。
・また，広報誌及び環境政策課ホー
ムページ等を用い広く募集を行う。

実施地区
は，児島
湖流域に
限る。

河川，海浜において，水
辺教室を継続開催しま
す。

・河川 1ヶ所，海浜 1ヶ所において実
施する。

・平成19年7月8日(日）に海辺教室
（児島通生の海岸）を実施し，親子
20組57名が受講した。
・平成19年8月5日（日）親子水辺教
室（高梁川河川敷 水江の渡し）を実
施し，親子12組34名が受講した。

・河川 1カ所，海浜 1カ所において実
施する。
・平成20年7月26日(土）に海辺教室
（児島通生の海岸）を実施する。
・平成20年8月9日（土）に親子水辺
教室（高梁川河川敷 水江の渡し）を
実施する。

◎安全な水
の保全

◎恵み豊か
な水の保全

◎潤いと安
らぎの水辺
の保全



3 有害化学物質対策

重点施策 達成目標 平成１９年度の目標 平成19年度の実施内容 平成20年度の取り組み 備　考
環境大気中のダイオキシン類の
調査　(住居地域及び工場周辺
の2地点で年4回)

・前年度から継続し、2地点で調査を実施す
る。

・住居地域及び工場周辺の2地点で調査を実施した。 ・継続して調査を実施する。

環境水質中のダイオキシン類調
査
（河川8地点、海域7地点）

・前年度から継続して調査を実施する。 ・水質及び底質について河川8地点，海域7地点で調査を
実施した。
・河川8地点，海域7地点の水質及び底質について，すべ
ての調査地点で環境基準を満足していた。

・継続して調査を実施する。

土壌中のダイオキシン類調査
（8地点）

・前年度から継続して調査を実施する。 ・市内8地点で調査を実施した。
・市内8地点の土壌について、すべての調査地点で環境基
準を満足していた。

・継続して調査を実施する。

有害大気汚染物質の調査(5地
点で毎月調査)

大気中のベンゼンの排出削減の
指導

・発生源の把握と排出の抑制について企業
と協力して進める。

・県条例に定めるベンゼン排出事業者に対し，これまで実
施した削減対策を確認するとともに更なる削減対策を要請
した。

・実施された削減対策の効果を確認すると
ともに，排出抑制について企業と協力して
進める。

有機塩素化合物を含む揮発性
有機化合物17物質の海域調査
(3地点で毎月調査)

・前年度から継続して調査を実施する。 ・揮発性有機化合物17物質の海域調査を3地点で毎月調
査した。
・海域3地点の揮発性有機化合物17物質について，すべて
の調査地点で環境基準を満足していた。

・継続して調査を実施する。

テトラクロロエチレン等の揮発性
有機物質の地下水調査(20地点)

・6地点で概況調査，21地点でモニタリング
調査を実施する。

・市内6地点で概況調査，21地点でモニタリング調査を実
施した。
・概況調査について，全ての調査地点で環境基準を満足し
ていた。
・モニタリング調査については，21地点中11地点におい
て，環境基準を超過していた。

・市内6地点で概況調査を実施する。
・また，21地点で調査を実施し，モニタリン
グを継続する。

工場・事業場排水中の揮発性有
機化合物の監視強化、排出削
減の指導

揮発性有機物質延べ2,200項目について調
査する。

・揮発性有機物質延べ2,125項目について調査し，監視・
指導を行った。
・延べ1,375事業所において調査を行い，すべての事業所
において，環境基準を満足していた。

・揮発性有機物質延べ2,200項目について
調査する。

産業廃棄物処分場下流等のダ
イオキシン類調査(20地点)，発
生源への指導

・水質調査については16地点，ダイオキシ
ン類については16地点で調査を行う。

・水質調査については16地点，ダイオキシン類については
16地点で調査を実施した。
・これまでの水質調査の結果，環境基準を満足しており，
また周辺の採水地点が多く点在していたため，採水地点
の集約を行った。

・水質調査については15地点、ダイオキシ
ン類については15地点で調査を行う。

内分泌かく乱化学物質など、新
たに問題となった有害化学物質
の環境調査を順次実施

・国による研究，県の調査結果を参考にし，
今後の対応を検討していく。

・平成17年度からは，化学物質の内分泌かく乱作用に関
する環境省の今後の方針について－ＥｘＴＥＮＤ 2005－に
基づき実施される調査研究等の情報の収集をした。

・平成19年度同様に環境省の動きなどの情
報収集を行う。

・市内5地点で調査を実施した。 ・継続して調査を実施する。

◎有害化学物質
の環境調査の充
実

◎有害化学物質
の使用及び排出
実態の調査

◎有害化学物質
の排出の抑制

・前年度から継続し，５地点で調査を実施す
る。



４　地球温暖化対策

重点施策 達成目標 平成19年度の目標 平成19年度の実施内容 平成20年度の取り組み 備　考

公共施設において3施
設でＥＳＣＯ事業を活用
した省エネルギー対策
を実施します。

・エネルギー使用量の大きい市の施設
において，設備の運転管理面の省エネ
対策の手法を検討する。
・また，省エネのための設備管理標準
のサンプルを作成する。

・10施設において，経費をほとんどかけな
い手法で省エネ対策を実施した。
・また，設備投資による改善手法を明ら
かにした。
・省エネ管理標準サンプルを作成した。

・本庁舎において，ESCO事業導入
適否の詳細調査を実施する予定。
・また，エネルギー使用量の大きい
施設において，サンプルをもとに，
省エネ管理標準を作成する。

別紙参照
倉敷市にお
ける公共施
設の省エネ
ルギー対策
について

クリーンエネルギー自
動車の導入（10台）し購
入する公用車はすべて
「低燃費かつ低排出ガ
ス認定車」とします

・購入する公用車はすべて「低燃費か
つ低排出ガス認定車」とする。

・クリーンエネルギー自動車は平成19年
度末現在，9台導入済み。
・また，グリーン調達基準として公用車の
調達について左記基準を設定し，これに
基づき調達率は100％となった。

・平成19年度と同様の目標を設定
するとともに，1～2年後に量産化
が予定されている電気自動車の導
入や普及のための準備を行う。

公共施設において太陽
光発電システム100ｋＷ
を導入します。

・平成18年度末現在で船穂公民館，真
備図書館，クルクルセンター，倉敷翔南
高校の４施設に合計80kWのシステムを
設置済み。
・平成19年度は，長尾小学校に5kWを
設置する。

・長尾小学校に5kWを設置したことによ
り，平成19年度末現在で5施設で，合計
85kWのシステムを導入済み。

・倉敷南小学校において，5kW　1
基を設置予定。
・新設予定の船穂武道館及び真備
体育館においてもシステムを設置
予定であるが，平成21年度にずれ
込む見込みである。

住宅3000戸に太陽光発
電システムが設置され
ている状態にします。

・普及促進のため，設置費用に対する
補助制度を平成16年度から開始し，平
成18年度までに774件の設置に対する
補助を行った。
平成19年度の普及目標を300件とし
た。

・平成19年度の補助件数は227件となり，
目標を下回った。
・倉敷市内の住宅用太陽光発電システム
の設置件数は，平成18年度末現在で
2,412件となった。

・平成19年度と同様の補助制度に
より普及目標を300件とする。
・併せて太陽熱などの他の自然エ
ネルギー利用促進や省エネ対策の
普及のための施策を検討し，準備
を行う。

岡山県・岡山市・倉敷
市統一ノーマイカー
デーにおける本市職員
の取組率を100％にしま
す。

・ノーマイカーデー運動における市職員
の取組率を100％にする。

・年2回に実施し，5月（92.8％）・10月
（92.4％）の取組率であった。

・岡山県下統一ノーマイカーデー運
動として，5月と10月に実施し，企
業に対して協力要請を行う。
・ノーカー運動を進めるとともに，エ
コドライブ推進事業(別紙参照）を行
う。

別紙参照
エコドライブ
推進事業の
実施について
エコドライブ
講習会におけ
る燃費改善に
ついて

グリーン調達の基本方
針及び年度毎の調達方
針の策定し，市のグ
リーン調達率を100％に
します。

・グリーン調達推進基本方針及び年度
調達方針を策定する。
重点調達品目の調達率100％を目指
す。

・グリーン調達推進基本方針及び平成19
年度グリーン調達方針を策定した。
・平成19年度における全重点調達品目に
おけるグリーン調達率は93.9％（調達時
の仕様による）

・平成20年度グリーン調達方針を
策定し，重点調達品目における調
達率100％を目指す。

◎公共施設
における省
エネルギー
対策の推進

◎住宅の省
エネルギー
対策の推進

◎エコライフ
実践活動の
推進

◎太陽光発
電システム
の普及

◎バイオマ
スエネル
ギーの活用
促進

◎水島コン
ビナートにお
ける未利用
エネルギー
の活用促進

◎グリーン
購入の普及
啓発

ＥＳＣＯ事業とは，工場やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し，その結果得られる省エネルギー効果を保証する事業のことです。



５　廃棄物対策

重点施策 達成目標 平成19年度の目標 平成19年度の実施内容 平成20年度の取り組み 備　考

一般廃棄物(ごみ)の年
間排出量16万8千t以下
(平成22年度)

平成19年度の年間排出量を167千t
以下とする。

・事業系ごみの適正処理指導として大規模
事業者(約120)に対する戸別訪問や市清掃
工場での搬入物検査(毎月3日連続・延べ36
日)を実施した。
・また家庭系ごみの出し方について､児島地
区のごみステーション(約820)で6ｹ月間早朝
説明会を実施した。
・これらによりごみ総排出量も対前年約
4,000t(2.2%)減の175,901tとなった。

・ごみステーションに出された燃やせるごみ
の約半分が生ごみとなっており，その中に
は多量の水分が含まれている。
・生ごみの排出抑制として｢不要なものを買
わない，食べ残しをしない，よく水切りを行
う｣ことをあらためて市民・事業者に呼びか
けたい。
・また，生ごみの減量については，市民・事
業者の自主的な取組みをより強く支援し，ま
た減量の意識付けにつなげるため，現行の
｢生ごみ処理容器購入費補助金交付制度｣
の充実など，生ごみの減量施策を検討して
いきたい。

別紙参照
倉敷市の一
般廃棄物
（実績）

廃棄物の再資源化や不
用品の活用システムの
利用によるごみの減量
化　(平成9年度リサイク
ル率13％→平成22年度
43％)

平成19年度のリサイクル率を42.5%
とする。

・事業系ごみの適正処理指導として大規模
事業者(約120)に対する戸別訪問や市清掃
工場での搬入物検査(毎月3日連続・延べ36
日)を実施した。
・また家庭系ごみの出し方について，児島地
区のごみステーション(約820)で6ｹ月間早朝
説明会を実施した。
・これらによりごみ総排出量も対前年約
4,000t(2.2%)の減少となった。
・一方､総資源化量は，対前年とほぼ同量と
なり，結果リサイクル率は43.7%と向上した。

・ごみステーションに出された燃やせるごみ
の中には，まだ2割の紙布等の資源化物が
混入しており，このような資源化物を適正に
処理するためには，分別の徹底が必要であ
る。
・様々な媒体を通じて，3R（リデュース，リ
ユース，リサイクル）に関する情報を積極的
に市民へ提供し，リサイクル率の向上に努
めたい。

産業廃棄物のマニフェ
スト制度を厳正に運用
するとともに廃棄物処
理業者への指導を十分
に行います。

・公共事業に対しても積極的に電
子マニフェストを活用していくよう指
導する。
・平成20年度実施予定のマニフェス
ト実績報告について，排出事業者
等への周知を図る。

・商工会議所の広報誌に電子マニフェスト及
びマニフェストの実績報告のチラシを折り込
み，市内事業者へ周知を行った。

・平成20年度から実施のマニフェスト実績報
告について，排出事業者等への周知を図
る。

廃棄物の不法投棄に対
しては関係機関との連
携，情報交換体制の整
備を整えます。

・関係各課，各支所，県民局，警察
との連絡会議を２回開催する。

・岡山県や関係自治体との連絡会議を開催
し，情報交換を行った。

・今後も岡山県や関係自治体との連絡会議
により，連携や情報交換を行う。

◎市，事業
者，市民の
役割分担に
よる廃棄物
の３Ｒの推
進

◎原状回復
のための措
置(不法投
棄された廃
棄物の回
収)

◎監視制度
の強化



重点施策 達成目標 平成19年度の目標 平成19年度の実施内容 平成20年度の取り組み 備　考

市民，事業者などあら
ゆる立場，年代の人に
対応した学習プログラ
ムを用意し，環境学習
の機会を提供します。

出前講座，水辺教室
等で啓発を行う。

・対象者の年齢，ニーズなどにあわ
せて体験型や寸劇などのメニュー
で出前講座を行った。
　
出前講座　　　　受講者数　1,688人
自然ｴﾈﾙｷﾞｰ教室 受講者数 483人

・市民ニーズなどを十分把握
して取り組む。
・出前講座，自然エネルギー
教室を継続して実施する。
・地球温暖化防止と環境学習
の推進の観点から「緑のカー
テン」の取り組みを学校，市
民へと呼びかけるともに市庁
舎でも実施する。

環境保全活動をするた
めのリーダー養成講座
の実施します。

コースの見直しを実施
し，内容の充実を図
る。

・外部講師を招き，平成18年度の受
講者アンケート等を参考にして，地
球温暖化問題，環境教育，省エネ
ルギーの内容で実施した。
・ごみ環境問題の講座を実施した。
受講者数 68名

・8月にクルクルセンターで実
施する。
テーマはESD，温暖化，省エ
ネの予定。

インターネットやマスメ
ディアを利用し，市民へ
の環境情報の提供や
市民ボランティア，ＮＰ
Ｏ，事業者，他の行政
機関との連携や情報交
換を図るためのネット
ワークの構築を図りま
す。

ネットワーク構築の検
討を行う。

・先進都市事例などの情報収集を
行った。

・先進事例の情報収集・研究
を行う。
・関係各課との連携・協議を
進める。

環境教育・環境学習を
推進するため，関連情
報を一元化するなど庁
内の連携を強化しま
す。

環境教育・環境学習に
関連した情報の共有を
図る。

・自然環境保全実施計画（くらしき
ネイチャープラン）に掲げる分野の
ものについては，連絡会議により情
報共有を行った。
・その他の分野については，関係課
に情報提供を行った。

・庁内LANなどのネットワーク
を利用するなど，環境教育・
環境学習の関連情報の共有
を行う。

◎環境教育・
環境学習の
機会づくり

◎環境教育・
環境学習の
機材の充実

◎環境教育・
環境学習の
指導者の育
成

◎環境教育・
環境学習の
中核的施設
の整備

◎環境教育・
 環境学習を
推進するた
めの組織，シ
ステムの構
築

◎環境教育・
環境学習を
推進するた
めの関連部
局間やＮＰＯ
の連携

６　環境学習の推進

ESDとは，持続可能な社会の実現を目指し私たち一人ひとりが世界の人々や将来世代，また，環境との関係性の中で生きていることを認識しよりよい社会づくりに参画するための力をはぐくむ教育のことで
す。



資料Ⅱ 
 

倉敷市における公共施設の省エネルギー対策について 

１．概要 

 本市では，地球温暖化対策のひとつとして，率先して温室効果ガスの排出量を削減す

べく取り組んでいるところです。 
 平成 18 年度に倉敷市地球温暖化防止活動実行計画（第２期）を策定し，平成 22年
度までに平成 17年度と比較して温室効果ガス排出量の７％を削減することを目指して
います。 
 これまで，クールビズ・ウォームビズをはじめ，不要時の消灯の徹底やパソコン等の

電気機器のこまめな電源管理など職員一人ひとりの取り組みを進めてきたところです。 
 こうしたソフト面での取り組みに加え，大きなエネルギーを使用する設備の運転管理

や設備更新等による省エネルギー対策を検討するため，今年度，施設管理職員等で構成

する「省エネ検討会」を設置し，職員による改善提案や（財）省エネルギーセンターの

アドバイスも受けながら，具体的な省エネ対策の検討を行いました。 
 
２．結果 

 本庁舎をはじめとするエネルギー使用量の大きい施設を対象に省エネルギー対策を

検討し，実施した結果，以下の省エネルギー効果を得ることができました。（詳細は，

別紙のとおり） 
 ○ 対象施設数   ： １０施設 
 ○ 対策の内容   ： ◇冷暖房時における外気取入量の適正制御 
             ◇下水処理場における汚水処理用ブロワー運転の効率化 
             ◇ボイラー等の燃焼空気比低減による省エネ化 
             など１４項目      
 ○ 省エネ量    ： 原油換算量で３４３.７ｋL／年 
 ○ 省エネ率    ： １０施設のエネルギー使用量の３.０％ 
 ○ 二酸化炭素削減量： ７５５.３ｔ－CO2／年 
 ○ 経費節減額   ： １５,１３６千円／年 
  
３．今後の予定 

 市職員のソフト面の取り組みをさらに進めるとともに，省エネルギーのための施設管

理標準の作成や ESCO 事業を活用した省エネルギー対策の検討を行い，小規模施設に
おいても省エネルギー対策の展開を図っていきます。  



                                  資料Ⅲ 

エコドライブ推進事業の実施について 

 

１．目的  日本の CO2排出量の約１割を占めるマイカーに起因する温室効果ガスの排出

抑制及び大気汚染物質の排出抑制を図ること。 

 

２．エコドライブとは？ 

      エコドライブとは，周囲の車に迷惑をかけたり，安全性を損なうことなく，

燃費をよくする運転操作を行うこと。  

       

３．対象  平成２０年度においては，市職員を対象に公用車及びマイカー運転について，

エコドライブの啓発を行う。  

 

４．実施メニュー 

 ① エコドライブ講習会  

 （期待される効果）体感と数値を関連付けることにより，エコドライブを身につけても

らう。 

  ○ 対象者 ：市職員約３０名（ISOワーキンググループメンバー，管財課，市民 SC

交通安全係，環境政策課等）１回当たり１５名が限度 

  ○ 実施時期：年４回程度（５月２回（WGメンバー），１０月２回（一般職員希望者）） 

         半日の講習  

  ○ 場所  ：児島下水処理場場内コース  

  ○ 講師及びインストラクタ：JAF 職員及び環境政策課職員（２回目以降のインスト

ラクタにあっては 1回目の受講者に協力要請を行う。） 

  ○ 準備品 ：岡山県からエコマネージャー（燃費計測機）５台を借用予定， 

公用車５台，テキスト等  

 

 ② エコドライブ研修会（座学）  

 （期待される効果）より多くの職員にエコドライブの認識をしてもらう。  

  ○ 対象者 ：各所属 ISO環境管理推進員約 120名 

  ○ 実施時期：ISO研修会の一こまとして実施する。  

  ○ 準備品 ：マニュアル等 

 



 

 ③ 公用車エコドライブチャレンジカーの設定 

 （期待される効果）継続することにより，エコドライブを習慣づけてもらう。  

  ○ 対象者 ：エコドライブに挑戦する市職員 

  ○ 実施期間：通年（７月から）  

  ○ 実施方法：チャレンジカーを本庁にあっては常時１台，支所にあっては３ヶ月ご

との持ち回り（１台）を設定し，エコドライブを実践してもらい，エ

コドライブ結果書を交付するとともに，燃費走行上位者を庁内 Web登

録する。実施については，準備を環境政策課が行い，運用は管財課及

び各支所総務課が担当する。 

  ○ 準備品  ：エコマネージャー（管財課所有の２台），公用車，マニュアル等 

 

５．その他 

  平成２１年度以降は市民への展開を図るため，平成２１年度以降に「３．①エコドラ

イブ講習会」の実施に向け，今年度，準備を行う。 



 
 

                               資料Ⅳ 

エコドライブ講習会における燃費改善について 

 
１．概要 

 温室効果ガスの排出に大きく寄与している自動車燃料の使用を削減するため，市職員

を対象としたエコドライブ講習会を開催した。 
この講習会のなかで，実走行において燃費計測を行ったところ，通常運転と比較して

エコドライブの燃費（平均値）が 26.7％ 向上した。 
 
２．計測条件 

【計測日】   平成２０年５月２９日及び６月５日 

【計測場所】 児島下水処理場 場内特設コース（コース長 1.4km） 

【被計測者】 市職員（ISO ワーキンググループメンバー等） ２９人 

【使用車種】  公用車（三菱ｅＫワゴン，排気量：６６０ｃｃ）に４人乗車 

 

３．結果 

 (1) 平均燃費 
  通常運転による燃費を計測した結果，平均値で 10.7km/L（範囲：7.6～14.6）とな
り，個体差が大きかった。 
  エコドライブによる燃費は，平均値で 13.4 km/L（範囲：9.4～17.1）となり，平
均の燃費改善率は，26.7％（範囲：-0.9～65.9％）となった。改善率においても個体
差が大きく，ヒストグラムをみても分散のピークが改善側にシフトした形となった。 
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(2) 発進時の燃費 
  通常運転による発進時燃費は，平均値で 3.7km/L（範囲：2.8～5.6），発進加速度
（平均値）は，0.13Gとなった。 

  エコドライブによる発進時燃費は，平均値で 3.7 km/L（範囲：2.7～4.4），発進加
速度（平均値）は 0.11Gとなり，燃費については，通常運転と同様の値となった。 
  今回の測定では，発進加速度 G と発進時燃費との間に明確な関係は，見出せなか
った。今回のコースは

発進加速度が大きく

なる（アクセルを踏み

込ませる）設定にした

ため，全体に加速度 G
が高くなった。加速度

が大きすぎる場合及

び加速度が低すぎる

場合には，燃費が悪化

すると推察される。 
  右図は，あるドライバー

のアクセル開度をグラフ化

したものであるが，通常運

転ではアクセル開度が上下

しているが，エコドライブ

では滑らかな一定の開度に

なっている。 
 発 進 時 燃 費 が 4.0 ⇒

4.4km/Lに改善した例。 
 
４．まとめ 

 今回の講習会において，エコドライブを実践した場合，平均燃費が大きく改善した。 
 今回の測定においては，早めにエンジンブレーキをかけ，フューエルカット（燃料噴

射ゼロ）を活用する運転操作による効果が大きかったものと考えられる。 
 今回の測定コースは，決められたコース内で加減速を強制するルールで行ったため，

大きな改善結果となったが，実公道でこの改善率が得られるかどうかはわからない。し

かしながら，エコドライブの基本操作を身に着ければ，確実に燃費改善が図られると考

えられる。 

発進加速度Gと発進時燃費との関係
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平成２０年４月 

 

倉敷市環境政策課 
 



 

 地球温暖化の原因となっている CO2の国内の排出量のうち，約１０％が自家用自動車か

らの排出によるものです。 

 エコドライブとは，周囲の車に迷惑をかけたり，安全性を損なうことなく，燃費をよく

する運転操作を行うことです。燃料消費のムダを見つけ，安全で効率の良い運転方法を身

に付けましょう。習慣づけてしまえば，自然とできるようになります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコドライブとは・・・ 

エコドライブのポイント 



☆☆☆   発発発進進進時時時   ☆☆☆      ふふふんんんわわわりりりととと徐徐徐々々々にににアアアクククセセセルルルををを踏踏踏みみみ込込込みみみままましししょょょううう。。。   

                                 

  

 

   

   

☆☆☆   巡巡巡航航航時時時   ☆☆☆   ででできききるるるだだだけけけアアアクククセセセルルル開開開度度度ををを一一一定定定にににしししててて走走走りりりままましししょょょううう。。。   

  

 

 

 

 

☆☆☆   減減減速速速時時時   ☆☆☆   早早早めめめにににアアアクククセセセルルルオオオフフフししし，，，フフフュュューーーエエエルルルカカカッッットトトしししままましししょょょううう。。。   

 

 

 

 

 

 

                               （ここがポイント） 

◎ オートマチック車では，クリープ現象を使ってスタート。ブレーキから足を離し， 

ひと呼吸おいてアクセルに足を乗せ，アクセルを踏み込んでいく。 

 

◎ 目標速度に近づいたら，徐々にアクセルの踏み込みをやめる。 

目標速度が４０ｋｍ／ｈの場合，２０ｋｍ／ｈを超えたら，踏み込みを弱める。オーバー

シュートを防止する効果と早めのシフトアップになり，燃費がアップする。 

                               （ここがポイント） 

◎ 車間距離を十分にとること。前の車の動きにつられてアクセルのオン・オフを強

いられないように。 

 

◎ ２～３台前の車の動きや信号，駐車車両の状況をよく観察すること。 

                               （ここがポイント） 

◎ アクセルを離し，エンジンブレーキがかかったときは，燃料噴射が０になる。 

 

◎ 早め早めのアクセルオフ。思い切って早めにアクセルオフしても，交通の流れを

妨げることはない。 

 

◎ 完全にアクセルペダルから足を離す。減速・停止しようと思ってアクセルを緩め

た場合に，駆動・減速に関係のないムダな燃料が噴射されていることがある。 



☆☆☆   停停停止止止時時時   ☆☆☆   長長長時時時間間間停停停車車車すすするるるととときききははは，，，アアアイイイドドドリリリンンングググススストトトッッップププしししままましししょょょううう。。。   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エコドライブは，安全運転にも通ずるものです。平常時にエコドライブ及び安全運転ができる人

でも，あせった気持ちのときは，できなくなってしまいます。５分前に出発するなどゆとりのある

運転ができるように努めましょう。 

 

みなさん，燃費１０％アップをめざしてがんばりましょう。  

運転以外の燃費アップ術 

                               （ここがポイント） 

◎ 人を待つ間や荷物の積み下ろしの間は，アイドリング・ストップ。１０分間のア

イドリングで 130cc 程度の燃料を消費する。 

 

◎ 踏切や信号など発進のタイミングがわかりやすいときは，できるだけアイドリン

グ・ストップ。 

 

◎ アイドリング・ストップをしないときでもレバーを「Ｎ」に入れる。「Ｎ」は「Ｄ」

と比べて約３０％燃料が少なくてすむ。（公用車実測値） 

（１）不要時のエアコンは使わない。 

   不要時のエアコンスイッチが入っていませんか？設定温度が外気と同じであっ

ても，スイッチが入っていると燃費が悪化します。暖房時にエアコンスイッチが

ＯＮになっている場合，ＯＦＦと比較して燃費が約１５％悪化します（公用車実

測値）。 

 

（２）不要な荷物は降ろす。 

   ５０ｋｇの荷物を積むと燃費が約５％悪化します（公用車実測値）。 

 

（３）タイヤの空気圧を適正に 

   タイヤの空気圧が適正値より 0.5kg/cm2不足した場合，郊外走行で燃費が 

約４％悪化します。 

 

（４）運行は計画的に 

   道に迷うなど１０分間余計に走行すると約３５０ｃｃの燃料が浪費します。 

行き先及び走行ルートをよく確認した上で運行しましょう。 
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                                        資料Ⅵ 

光化学オキシダント情報等発令回数増加の検討報告書 
 
１ はじめに 
 光化学オキシダントは、その主要成分はオゾンであり、大気中の窒素酸化物と非メタン炭
化水素が太陽からの紫外線を受けて発生する物質で、その生成には日射量や気温などの気

象要素が大きく関係している。 
 国内の大気常時監視局における光化学オキシダント濃度の年平均値は 1990年（平成 2年）
以降上昇傾向にあり、2007 年（平成 19 年）には光化学オキシダント注意報を発令した都
道府県数が 28都府県に達し、高濃度化とともに広域化が進んでいる。 
 また、平成 19 年 5 月に発生した広域汚染では、中国からの越境汚染が裏付けされ、今後
の対策等が問題になっている。 
 平成 18，19 年に倉敷市においても光化学オキシダント濃度が上昇し、情報、注意報の発
令が増加し、平成 18年には二十数年ぶりに人的被害も報告された。 
 このような状況下で、大陸からの越境汚染と従来の地域型の大気汚染の両面から情報の増
加等の原因を解明することが必要であるが、越境汚染については国の研究機関等にゆだね

るとして、とりあえず市内の汚染状況について過去からのデータに基づき検討を行った。 
 
２ 解析方法 
 倉敷市内のデータについての解析期間と対象測定局は、市内で光化学オキシダントを平成
9年度から平成 19年度まで継続して測定している 15局とする。 
 
３ オキシダントの現状 
（１）日本の状況 
・ 平成 19年 5月 8日から 9日にかけて、西日本から広く関東、北陸まで光化学オキシダ
ント濃度が上昇し注意報が発令された。特に大分県、新潟県では観測開始以来初めて注

意報が発令された。また、香川県直島地区においても初の注意報が発令された。平成

18 年度には長崎県（5 月）、熊本県（6 月）で初めて注意報が発令されており、高濃度
地域が広域化している。（平成１８年度 25都府県、平成 19年度は 28都府県で、それ
ぞれ観測史上最多発令） 

・ オキシダント対策に取り組んでいる国立環境研究所と九州大学の研究グループは、これ

ら高濃度事象をシミュレーションで再現し、以前から指摘されているアジア大陸からの

「越境汚染」の可能性を裏付けるものであると発表した。 
・ その内容は、「東シナ海に位置する高気圧の北側の西風で中国東岸から流れ出した汚染

気塊が、朝鮮半島南部を経て、北部九州から東日本の広い範囲に高濃度のオゾン域を形
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成する。その形成された光化学オキシダント注意報レベルに相当する汚染気塊のスケー

ルは、東西数百km を越えるもので、中国国内の汚染物質のみでなく、韓国や、日本国

内の寄与も受けている。」となっている。 

・ 関東地域での注意報発令回数は、平成 12年度の 169回をピークにその後は 130回前後
であったが、平成 18年度は 94回に減少している。平成 13年度は千葉県、平成 16年
度には埼玉県で 0.24ppm を超え、十数年ぶりに警報が発令されている。西日本は平成
12年度 72回で最多であるが、平成 15年度の 33回から平成 18年度 66回と再び増加
してきている。 

 
注意報発令回数
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・ 光化学オキシダントの全国年平均値は、昭和 60 年～平成 16 年の 20 年間に約 5ppb
（0.25ppb/年）上昇している。特に九州、四国ではこの 15年間の増加が大きい。また、
昼間だけでなく夜間においても、全国的に経年的な上昇傾向が見られる。 

・ 工場や車などの発生源からの影響を受けにくい日本の遠隔地での測定でも、平成 4～14
年の間で、光化学オキシダントの年平均値が八方尾根（長野県山岳域）で 9ppb、綾里
（岩手県沿岸域）で 7.3ppb上昇している 

・ 光化学オキシダント生成の原因物質である、窒素酸化物と非メタン炭化水素の濃度は低

下しているにもかかわらず、光化学オキシダントが 0.12ppm 以上となる頻度が増加し
ている。 

・ 成層圏オゾンの降下による影響は、この 30年間変わってなく 10～20ppbといわれてい
る。このオゾンの降下の季節変動は、移動性高気圧が通過する中で起こりやすく、4、5
月に最大値を示し 7、8月にかけて最小値を、次いで 10月に再び上昇、その後冬にかけ
て低下するパターンを示す。しかしながら、このことが最近のオキシダント濃度の上昇

に及ぼす影響は小さいといわれている。 
・ 光化学オキシダント濃度の上昇は、中国等アジア大陸からの越境汚染に大きな影響を受

けている。しかしながら、大都市圏周辺での高濃度オゾンついては、その地域で排出さ

れた NOｘや VOCが主要な原因であり、越境汚染はそのベースラインを押し上げてい
ると報告されている。 

・ 1980～2003年のアジア全体のNOx排出量の経年変化では、この間にNOx排出量は 2.8
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倍に増加、中でも中国における増加は 3.8倍と非常に大きくなっている。 
・ 日本においては光化学オキシダントの前駆物質である NOx 及び NMHC 濃度は工場や
自動車などの削減効果により低下している。NOxは 1996年度（平成 8年）から減少に、
NMHCは 1985年度（昭和 60年）から減少傾向を示している。 

・ NO2／NOxは増加傾向を示しており、1998年（平成 10年）以降増加率が高くなって
いる。 

 
（２）倉敷市の状況 
・ 平成 18年度の光化学オキシダント情報発令回数 18回、注意報 7回は、注意報の発令回
数で昭和 49年度以降最多となった。（平成 19年度は情報 14回、注意報 4回）       
情報発令回数 18回は、昭和 54年の 19回に次ぐものである。 

・ 平成 3年度以降 17年度までは、注意報発令回数は 2回以下で、情報発令回数も 10回
以下であった。 

発令回数

0

10

20

30

40

50

S47 49 51 53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 年度

回数

情報

注意報

 
・ この 10年間における、光化学オキシダントの月平均値と発令回数（19年度含む）の月
別変化をみると、光化学オキシダント濃度は 3月から上昇し、5月をピークとし 6月ま
で高く、発令回数の多い夏場の 7、8、9月はそれほど高くなっていない。 

平均濃度・発令回数月別変化
　　　　　　　　　（過去１０年間）
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・ 4月～9月の昼間の平均値は、この 10年間 0.31ppmから 0.40ppmと上昇している。平
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成 17年度～19年度はその増加が大きくなっており、日最高値の平均値も平成 17,18年
度は上昇している。昼間と夜間（年間）の濃度も微増しており、全国的な濃度上昇と同

じ傾向を示している。 

Ｏｘ濃度経年変化
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・  0.06ppm 以上の時間数も、年度によって増減はあるが長期的には年々増加しており、

特に、平成 19年度は 18年度に比べ 2368時間増加している。また、0.12ppm以上の
日数、時間数は平成 17年度までは横ばいもしくは減少であったが、平成 18年度に注
意報が 7回発令され、延べ 37日、65時間で突出している。平成 19年度は情報 14回、
注意報 4回で 12日、25時間であった。 

０．０６ppm以上の時間数
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・ 中国からの越境汚染が指摘され、西日本一帯が高濃度となった平成 19年 5月 8,9日と

5月 27,28日の、倉敷市内測定局と県内他局とのオキシダント濃度（各測定局の最高値）
を比較してみると、2回とも市内測定局のほうが全般的に高かった。 
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・ 一般環境局でのＮＯxと非メタン炭化水素の経年変化では、両項目とも濃度は低下して

いる。また、NO2／NOx比は上昇しているが、これらの濃度変化は全国的な傾向とも
一致している。 

・ 主要企業からのNOｘ排出量はこの 10年では平成 15年度以降は低減され 1,100㎥N／
h前後で推移している。 
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NMHCとNOX経年変化
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倉敷地区の排煙状況経年変化
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・ 監視センターの 1970年（昭和 45年度）からの平均気温は、14.4℃（昭和 55年度）か
ら 18.1℃の範囲にあるが、この 10年間においては平成 10年度に 17.3℃で高かったが
それ以外はほぼ安定している。 

・ 情報発令が 4回あった平成19年度の 5月の平均気温は、ほぼ平成 17,18年度と同じで、
むしろそれ以前よりやや低下している。また、情報が多発された平成 18年度の 6月（8
回）は平年並み、8月（9回）はこの 5年間では最高であった。 

・ 日射量（監視センター）の変化では、平成 18年度では 4～7月は例年よりやや低く推移
していたが、8,9 月は日射量が高くなった。平成 19 年度において、4～6 月はこの 10
年間では高めで推移しており、8,9月も平成 18年度と同様日射量は高かった。 
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月平均気温の経年変化

0

5

10

15

20

25

30

35

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

年度

℃

4月

5月

6月

7月

8月

9月

 
 
 



 9 

年度別月別日最高気温の平均
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日射量経月変化
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・ 平成 19年 5,6月、“大陸からの汚染”が指摘された発令時は、南西系の風速が 5m／秒
以上が観測されており、今までの風が弱く日射が強いという条件とは異なっている。 

・ 市内で 5月、6月に濃度が上昇する時の気象配置は、西日本付近が移動性高気圧により
覆われるとき、また、8月に高濃度になるときは太平洋高気圧に覆われる場合が多い。 

 
平成 19年 5月 
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                  平成 19年 8月 

 
（３）情報・注意報発令時の状況（平成 19年度） 
・５月９日 
 前日の情報発令に引き続き、注意報が発令されたときの状況である。朝方までは無風な

いし、弱い北の風が吹き汚染質は停滞している。その後、日射が強くなるにつれ南寄りの

風に変わり、さらに汚染質を含んで内陸に送り込まれる。この日の最高気温は 28.8℃とさ
ほど高くはなかったが市内全域で高濃度となった。日中は５m 前後の強い南南西の風が吹

いていたにもかかわらず、濃度の高い状態が継続した。この原因は、前述した大陸からの

汚染気塊の関与が考えられる。 
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・８月１６日 
 16日から 19日まで情報・注意報が発令された（16・18日注意報）。 
 朝方の無風・汚染質の停滞は５月９日と同様であったが、日中は２m 前後の緩やかな南

寄りの風が吹き、内陸で高濃度となった。倉敷地域における従来の汚染形態と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・９月１０日 
 児島、郷内、天城、茶屋町局にかけて、15 時から短時間であるが高濃度となった。この
日は、朝方まで NW（北西）系の弱い風が吹き、午後に入って南寄りの風となったため、
汚染質が市の東部地域に吹き戻ってきたものと考えられる。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
これらの事例から次のようなことが推測される。 
①倉敷地域の場合、工場地帯等からの汚染質が明らかに光化学オキシダント濃度上昇に関

わっている。 
②光化学オキシダントが高濃度となる日は、汚染質の停滞が見られる。 
③春先から初夏にかけては、大陸方面からの汚染気塊の影響が大きく、気温がそれほど高

くなくても高濃度となる可能性がある。 
（４）汚染状態の解消 
 次の図は、平成 19年 5月１～10日の汚染物質濃度と気象の状況を表したものである。 
 好天で汚染質の停滞がある日が続けば、高濃度日は連続すると考えられるが、何らかの
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原因で途切れる。それは気象要素が大きく関係しており、この例の場合は降雨によるもの

である。 

 
             汚染質と気象項目の経時変化 
 
５月から９月までの過去 10年間の降雨日数・降雨回数の出現頻度と発令回数の関係を調
査したが、特に関連は認められなかった。 
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４ まとめ  
今回は日本における光化学オキシダントの状況と市の状況を比較し、検討してみた。そ

の結果次の知見が得られた。 
・ 市内のオキシダント濃度は昼夜を問わず上昇しており、環境基準 0.06ppm を超過する
時間数も増加している。 

・ 光化学オキシダントの生成に関与する窒素酸化物と非メタン炭化水素濃度は、逆に低下

している。 
・ 市内における気温や日射量の変化と、光化学オキシダント情報、注意報の発令回数増加

については、はっきりした因果関係は見出せなかった。 
・ 平成 18、19年度は全国的な傾向として、大陸からの光化学オキシダントの移流によっ
てベースが高くなり、地域的な条件が上乗せされ情報、注意報の発令回数が増えたと思

われる。 
・ しかしながら 7,8月については、大陸からの影響も考えられるが、濃度上昇は従来の夏
型の上昇で、強い日射による気温の上昇によるものと思われる。 

・ 5,6月と 8月は、それぞれ移動性高気圧と太平洋高気圧のもとでの濃度上昇であり、汚
染パターンが異なっており、5、6 月は大陸からの影響をより受けているものと思われ
る。 

 
倉敷市では、今年に入って 1,2 月にもオキシダント濃度が例年になく上昇し、環境基準

0.06ppmを超過した日数が 8日あった。最近の十年間で環境基準を超過した日数が 6日あ
ったが、（平成 14年、16年、19年：各 2日）に比べて増加しており、冬の合間に春のよう
な天気になると濃度が上昇している。 
 平成 18、19年度と情報発令が増加したが、平成 20年度も濃度の上昇が予想される。 
 他の自治体、特に、西日本地域の光化学オキシダント濃度の状況に注意を注ぐとともに、

光化学オキシダントに関する文献等の情報収集にも努める必要がある。 
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用語の解説 
 
 光化学オキシダント  大気中の窒素酸化物が太陽からの紫外線をうけて、光化学反応 
       (Ox)   をおこし生成する酸化性物質の総称。主要成分はオゾンで、粘膜 

への刺激、呼吸器への影響といった健康被害の他、農作物など植 
物にも影響を与える。 

 
 オゾン(O3)      オゾンは、３つの酸素原子からなる酸素(O2)の同位体で、分子式 

は O3で表される。腐食性が強く、生臭く特徴的な刺激臭を持つ有 
毒物質。大気中にも低濃度であるが存在する。 

 
 窒素酸化物(NOx)   一般的には、一酸化窒素（NO）と二酸化窒素(NO2)を併せて窒 

素酸化物と呼ぶ。発電所や工場のボイラー、自動車など高温燃焼 
の際に一酸化窒素が発生し、大気中に放出され、さらに酸化され 
て二酸化窒素となる。 

 
 非メタン炭化水素   メタン以外の炭化水素の総称で、光化学オキシダントの生成を 

(NMHC)  促進する物質として古くから対策が進められてきた。メタンは光 
学的に活性が低いため、光化学オキシダント対策で大気汚染を論 
じる場合には、メタンを除外した指標が使用される。 

 
 揮発性有機化合物   ＶＯＣは、揮発性を有し、大気中で気体となる有機化合物の総 

(VOC)  称で、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含 
まれる。 

 
 日射量(RAD)     日射量とは、単位面積が単位時間に太陽から受ける放射エネルギ 
           ーの量のこと。 










